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令和３年１１月２２日 

「パートナーシップ宣誓制度」に関連した３つの催し 

聞いて知る！見て知る！読んで知る！ 

講演会・庁舎ライトアップ・読書展 
 

１２月４日～１０日は人権週間です。三原市ではこの週間にちなみ，講演会を毎年開催しています。 

今年度は，令和４年１月１日に開始されるパートナーシップ宣誓制度に関連し，LGBTQ+や性の多様性につ

いて講演を行っている団体「一般社団法人 ELLY」代表理事の山口 颯一（やまぐち しょういち）さんをお

迎えし，講演いただきます。 

 

【催しのポイント】 

 ●高校生の頃に性同一性障がいと知り，20 歳の時に性別を女性から男性に変更した講師から，自身の経

験等を含めたお話をいただき，多様な性のあり方に対する理解を深めます。 

 ●講演会の前には，広島法務局尾道支局・尾道人権擁護委員協議会主催による「第 40 回全国中学生人権

作文コンテスト尾道地区大会」，「小学生人権標語コンテスト」の三原市受賞者の表彰式を行います。 

●人権週間の啓発として，「聞いて知る」（人権講演会），「見て知る」（庁舎ライトアップ），「読んで知る」

（読書展示）のテーマで事業を行います。 

 

 

 

 

【講演会】 

１ 講演会名 人権週間記念講演会 

２ 日 時  令和３年 12 月 11 日（土） 

 (1) 14 時 00 分～14 時 30 分 人権作文・人権標語表彰式 

 (2) 14 時 30 分～15 時 40 分 講演会 

３ ところ  リージョンプラザ文化ホール（三原市円一町２丁目１－１）  

４ 講 師  一般社団法人 ELLY 代表理事 山口 颯一（やまぐち しょういち）さん 

５ 演 題  性のあり方の多様性～虹色に輝くまちづくり～ 

６ 定 員  ４００人（先着順，申込不要） ※手話通訳あり 

７ 入場料  無料 

８ 主 催  三原市 

９ 他の日程 上記の日程以外に，市内３会場でもさまざまな講演会を開催します。 

詳細は，別添チラシのとおりです。 

 

 

 

 

【レインボーライトアップ】 

１ 目的 

 令和４年１月１日に開始されるパートナーシップ宣誓制度に関連し，性の多様性に対する市民へ

の啓発活動の一環として，また性的マイノリティ当事者が暮らしやすい社会を三原市全体で作る機

運を醸成するために，三原市役所庁舎のレインボーライトアップを実施します。 
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２ 実施期間  令和３年 12 月 1 日（水）～12 月 12 日（日） 

毎日 19：00～22：00 

※１日のみ 18 時頃から行います。18 時から 19 時までの間は，執務室内の明かりを 

消すなど，映り方が良くなるよう調整します。 

３ 点灯場所  三原市役所 南東側面 

４ 各階の色 

８階 ７階 ６階 ５階 ４階 ３階 

赤 橙 黄 緑 青 紫 

※６色のレインボーカラーは，性的マイノリティの方々の尊厳と社会活動を象徴するものとして，

世界中で使用されています。 

 

 

 

 

【読書展】 

１ タイトル みんなが自分らしく『LGBTQ+』展 

２ 期 間  令和３年 12 月 1 日（水）～12 月 19 日（日） 

※12 月 7 日（火）は休館日 

３ ところ  三原市立中央図書館（三原市城町１丁目３－１） 

４ 内 容  性的マイノリティ（LGBTQ+）に関連する本の展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口 颯一さん レインボーライトアップイメージ 

人権週間記念講演会 HP パートナーシップ宣誓制度 HP 
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【用語解説】 

 

性的マイノリティ 

 性的指向，性自認，その他性のあり方について少数派であると認められる場合をいいます。 

 特に「LGBTQ+」は性的マイノリティの総称のひとつとしてよく使われます。 

 

 

ＬＧＢＴＱ＋ 

下記の性的マイノリティの頭文字を取った言葉です。 

L レズビアン 女性を好きになる女性 

G ゲイ 男性を好きになる男性 

B バイセクシュアル 男女どちらも好きになる人 

T トランスジェンダー 心と体の性が一致しない人 

Q 
クエスチョニング 自分の性的志向や性自認が分からない人 

クイア 当事者が自身を肯定する言葉として用いられる 

+ プラス さらに多様な性があるという意味 

 

 

パートナーシップ宣誓制度 

一方又は双方が性的マイノリティで，パートナーシップ関係にあるお二人が市長に対し，双方が互いのパート

ナーであることを誓い，市が宣誓した事実を証明する受領証・受領カードの交付を行うものです。 

 婚姻制度と異なり，法律上の効果が生じるものではありません。宣言されたお二人の関係を市として尊重し，

応援するものです。 


